
1
9
9
9
)
j
 

『
テ
ロ
リ
ス
ト
と
そ
の
法
（
権
利
）
』

の
他
、

比
較

(
D
i
e
R
e
i
n
e
 0

0
二
年
刊
の
③

(

-

）

 

八
七

（
八
七

）

『
正
当
化
的
緊
急
避
難
刑
法
的
連
帯
義
務
の
問
題
の
検
討
を
含
め
て

(
D
e
r
r
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
e
n
d
e
 N
o
t
s
t
a
n
d
.
 

R
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e
 u
n
d
 d
i
e
 R
e
c
h
t
s
t
h
e
o
r
i
e
 H
.
 L. A. H

a
r
t
s
.
 

一
九
九
九
年
刊
の
②

E
i
n
 kritischer V
e
r
g
l
e
i
c
h
,
 Be

r
l
i
n
 1
9
9
3
)

』
、
敬
盆
伎
苓
茫
怜
請
明
求
李
g

文
で

『
詐
欺
罪
に
お
け
る
許
さ
れ
な
い
行
為

(
D
a
s
u
n
e
r
l
a
u
b
t
e
 
V
e
r
h
a
l
t
e
n
 b
e
i
m
 B
e
t
r
u
g
,
 Ko

l
n
 ¥
 Be
r
l
i
n
 ¥
 Bo
n
n
 ¥
 Mi
i
n
c
h
e
n
 

0
0
三
年
、
現
職
）

と
な
っ
た
。
著
書
に
は
、

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
教
授
（

九
八
九
年
、

一
九
九
五
年
）
、

（
一
九
九
八
年
）
、

刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
法
哲
学
担
当
教
授
と
し
て
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
教
授
（
二

0
0
0
年）、

博
士
論
文
で
一
九
九
三
年
刊
の
①
『
純
粋
法
学
論
と

H.
L.A. 
ハ
ー
ト
の
法
理
論

一
つ
の
批
判
的

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス

(
G
u
n
t
h
e
r
 J
a
k
o
b
s
)

教
授
の
指
導
の
下
で
博
士
号
取
得
(
-
九
九
二
年
）
、
教
授
資
格
取
得

ン
ブ
リ
ッ
ジ

(L. L. 
M
.
 
取
得
）
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
高
等
教
育
研
究
所
に
留
学
の
後
、

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
両
国
家
試
験
に
合
格
（

ま
ず
、
著
者
の
パ
ヴ
リ

ッ
ク
教
授
の
経
歴
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
パ
ヴ
リ
ッ
ク
教
授
は
、

一
九
六
六
年
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
生
ま
れ
、

ボ
ン
、

ケ

E
i
n
o
r
d
n
u
n
g
 d
e
s
 m
o
d
e
r
n
e
n
 T
e
r
r
o
r
i
s
m
 us) j 

（二

0
0
八
年
）

の
全
訳
で
あ
る
。

そ
の
法
（
権
利
）

(
D
e
r
 T
e
r
r
o
r
i
s
t
 u
n
d
 s
e
i
n
 
R
e
c
h
t
)
 I

現
代
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
法
理
論
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て

(N
 ur r

e
c
h
t
s
t
h
e
o
r
e
t
i
s
c
h
e
n
 

【
解
題
】

以
下
の
翻
訳
は
、

ド
イ
ツ
・
レ
ー
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
大
学
の
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
パ
ヴ
リ
ッ
ク

(1
)
 

(
M
i
c
h
a
e
l
 P
a
w
l
i
k
)

教
授
の
著
書
『
テ
ロ
リ
ス
ト
と

小

島

秀

夫

（

訳

）

『
テ
ロ
リ
ス
ト
と
そ
の
法

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
パ
ヴ
リ
ッ
ク

（
権
利
）
』

’ 
....__., 

JU 

口

浩

（監訳）



か
が
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
グ
ロ
ッ
プ

に
講
演
さ
れ
、
同
協
会
の
叢
書
の
三
一
巻

(
S
c
h
r
i
f
t
e
n
d
e
r
 J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 S
t
u
d
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 R
e
g
e
n
s
b
u
r
g
 e
.V
.;
 He

f
t
 3
1
)
 

に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
と
な
っ
た
の
は
、
二

0
0
一
年
九
月
一

(4
)
 

の
全
面
化
」
と
い
わ
れ
る
状
況
の
中
で
の
テ
ロ
対
策
立
法
に
関
す
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
で
あ
る
。
特
に
、
九
・
一

テ
ロ
リ
ス
ト
に
乗
っ
取
ら
れ
た
航
空
機
を
、
攻
撃
目
標
と
さ
れ
た
ビ
ル
の
中
に
い
る
人
々
を
救
助
す
る
た
め
に
撃
整
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う

問
題
や
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
大
都
会
に
時
限
式
の
核
爆
弾
を
仕
掛
け
た
場
合
に
、
拘
束
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
一
人
に
隠
し
場
所
を
自
白
さ
せ
る
た
め
に
拷
問

を
加
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
（
い
わ
ゆ
る
救
助
の
た
め
の
拷
問
）
な
ど
が
具
体
的
に
起
こ
り
う
る
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
従
来
の
緊
急
避
難
や
正
当
防
衛
あ
る
い
は
そ
の
中
間
の
防
御
的
緊
急
避
難
と
い
う
理
論
枠
組
み
で
解
決
可
能
か
ど
う

よ
う
な
事
例
を
挙
げ
る
。
飛
行
機
を
遠
隔
誘
導
で
き
る
レ
ー
ダ
ー
装
置
を
も
っ
た
技
術
者
が
、
長
い
直
線
道
路
を
家
族
と
一
緒
に
ド
ラ
イ
ブ
し
て
い
た
と

こ
ろ
エ
ン
ジ
ン
ト
ラ
ブ
ル
で
そ
の
道
路
に
不
時
着
し
よ
う
と
し
た
旅
客
機
が
近
づ
い
て
き
た
た
め
に
自
分
と
家
族
の
生
命
を
救
う
唯
一
の
手
段
と
し
て
そ

の
レ
ー
ダ
ー
装
置
を
使
い
、
旅
客
機
の
進
路
を
変
え
、
森
に
墜
落
さ
せ
、
そ
の
結
果
旅
客
機
の
乗
員
・
乗
客
は
全
員
死
亡
し
た
。
こ
の
事
例
に
つ
き
グ

ロ
ッ
プ
自
身
は
、
従
来
の
解
釈
論
に
よ
っ
て
も
危
険
源
に
対
す
る
防
御
的
緊
急
避
難
に
な
り
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
か
ら
勿
論
解
釈
に
よ
り
、

(5
)
 

の
旅
客
機
の
撃
墜
も
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
救
助
の
た
め
の
拷
問
に
つ
い
て
も
犯
人
や
共
犯
者
に
拷
問
を
加
え
る
場
合
に
つ
い
て
、

本
書
は
、

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
法
学
研
究
協
会

体
、
市
民
刑
罰
の
正
当
化
に
つ
い
て

Z
u
g
l
e
i
c
h
 e
i
n
 B
e
i
t
r
a
g
 z
u
m
 P
r
o
b
l
e
m
 strafrechtlicher Solidaritatspflichten
,
 Be

r
l
i
n
 ¥
Z
 ew
 Y
a
r
k
 2
0
0
2
)
』

、

N
 ur
 L
e
g
i
t
i
m
a
t
i
o
n
 v
a
n
 S
t
r
a
f
e
,
 Be

r
l
i
n
 2
0
0
4
)
』
ぶ
2

土
}
り
‘
本
＇
事
国
が
出
加
｛

(2
)
 

さ
れ
た
後
、
現
在
は
犯
罪
論

(
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
l
e
h
r
e
)

に
関
す
る
著
書
を
執
筆
中
で
あ
る
。
そ
の
他
、
刑
法
及
び
法
哲
学
的
テ
ー
マ
に
関
す
る
論
文
が
多

(3
)
 

数
あ
り
、
そ
の
一
部
は
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

関
法
第
五
九
巻

一
号

(
P
e
r
s
o
n
,
 Su

b
j
e
k
t
,
 Bi.irger
.
 

(Juristische S
t
u
d
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 R
e
g
e
n
s
b
u
r
g
 e
.V
.)
 

(
G
r
o
p
p
)
 

エ
ル
プ

一
の
事
例
と
同
様
の
事
案
に
お
い
て
、

二
0
0
四
年
刊
の
④
『
人
格
、
主

一
月
二

0
日

と
し
て
二

0
0
八
年

一
日
の
ア
メ
リ
カ
で
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
非
常
事
態

は
、
航
空
機
の
撃
墜
事
例
が
防
御
的
緊
急
避
難
と
し
て
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
し
て
次
の

テ
ロ
の
場
合

に
お
い
て
二

0
0
七
年

＼ヽ
、
ノ
J

（
八
八
）



『
テ
ロ
リ
ス
ト
と
そ
の
法
（
権
利
）
j

と
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
グ
レ
コ

者
の
デ
ー
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー

れ
る
べ
き
だ
と
す
る
ヒ
ル
シ
ュ

(
H
i
r
s
c
h
)
 

(

-

）

 

は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(
C
a
r
l
 S
c
h
m
i
t
t
)
 
の

ま、
'’げ＇

八
九

（
八
九

）

ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
さ
れ
た
乗
客
の
乗
っ
た
民
間
機

(
E
r
b
)
 

(6
)
 

は
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
。
ま
た
正
当
防
衛
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
将
来
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
拷
問
に
防
御

頁
以
下
]
参
照
）
。
ま
た
最
近
で
は
、

[
刑
雑
四
八
巻
二
号
一

0
五

ケ
ル
ン
で
の
列
車
爆
破
テ
ロ
未
遂
事
件
な
ど
を
契
機
と
し
た
ビ
デ
オ
で
の
監
視
シ
ス
テ
ム
の
強
化
に
関
す
る
議
論

テ
ロ
対
策
を
念
頭
に
お
い
た
「
重
大
な
国
家
を
危
殆
化
す
る
暴
力
行
為
の
準
備
の
訴
追
の
た
め
の
法
律

(
G
e
s
e
t
z
z
u
r
 
V
 er
f
o
l
g
u
n
g
 d
e
r
 V
 or
 ,
 

b
e
r
e
i
t
u
n
g
 v
o
n
 s
c
h
w
e
r
e
n
 s
t
a
a
t
s
g
e
f
a
h
r
d
e
n
d
e
n
 G
e
w
a
l
t
t
a
t
e
n
)
」
た
d

埠
匹
安
木
ナ
ソ
る
―

1
0
0
九
年
＇
一
月
一
四
日
の
政
府
草
案

(
G
e
s
e
t
z
e
n
t
w
u
r
f
d
e
r
 

(
7
)
 

B
u
n
d
e
s
r
e
g
i
e
r
u
n
g
)

を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
案
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。

緊
急
避
難
・
正
当
防
衛
な
ど
従
来
の
解
釈
論
の
適
用
に
よ
っ
て
十
分
解
決
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
航
空
機
の
撃
墜
問
題
に
関
す
る
前
述
の
グ
ロ
ッ
プ

の
見
解
（
防
御
的
緊
急
避
難
）

や
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
比
較
衡
量
の
要
素
に
い
ず
れ
に
せ
よ
民
間
機
の
乗
客
は
助
か
ら
な
い
と
い
う
事
情
も
考
慮
に
い

(8
)
 

の
見
解
や
救
助
の
た
め
の
拷
問
に
関
す
る
前
述
の
エ
ル
プ
の
見
解
な
ど
が
こ
の
例
で
あ
る
。
も
う
―
つ
は
こ

「
例
外
状
況
」

(
A
u
s
n
a
h
m
e
z
u
s
t
a
n
d
)
 

れ
と
は
逆
に
、
②
従
来
の
解
釈
論
の
枠
組
み
で
は
解
決
は
不
可
能
な
の
で
、
例
外
的
状
態
に
関
す
る
別
個
の
法
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
と
す
る
も
の
で

(9
)
 

あ
る
。
例
え
ば
航
空
機
の
撃
墜
問
題
に
関
し
て
ジ
ン

(S
i
n
n
)

は
、
そ
れ
を
法
的
自
由
な
領
域
で
あ
る
と
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
、
ま
た
ヤ
コ
ブ
ス
は
、

(10) 

既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
市
民
刑
法
／
敵
対
刑
法

(
B
i
i
r
g
e
r
s
t
r
a
f
r
e
c
h
t¥
 F
 ei
n
d
s
t
r
a
f
r
e
c
h
 t)

を
区
別
し
て
こ
の
問
題
を
分
析
し
、
ま
た
公
法
学

(
D
e
p
e
n
h
e
u
e
r
)
 

(
G
r
e
c
o
)
 

都
市
の
ど
こ
か
に
時
限
式
小
型
核
爆
弾
を
隠
し
た
と
い
う
事
例
）

(12
)
 

て
い
る
。
航
空
機
の
撃
墜
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
ア
ル
チ
ャ
ン
ゲ
ル
ス
キ
ー

や、 的
緊
急
避
難
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

（以
上
の
議
論
に
関
し
て
は
刑
法
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
ま
と
め

の
議
論
を
援

用
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
対
策
が
正
当
化
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
第
三
に
③
例
外
状
況
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
特
別
措
置
の
正
当
化

は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
正
義
や
人
間
の
尊
厳
と
い
う
価
値
を
維
持
す
る
た
め
に
は
人
命
救
助
の
た
め
で
あ
っ
て
も
介
入
は
一
切
許
さ
れ
な
い

は
、
救
助
の
た
め
の
拷
問
は
、
た
と
え
い
わ
ゆ
る

t
i
c
k
i
n
g
t
i
m
e
 b
o
r
n
 b
事
例
（
テ
ロ
リ
ス
ト
が
大

の
よ
う
な
極
端
な
事
例
に
お
い
て
も
正
当
化
も
（
例
外
的
な
）
免
責
も
で
き
な
い
と
し

(13) 

(
A
r
c
h
a
n
g
e
l
s
k
i
j
)
 

を
撃
墜
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
発
進
し
た
戦
闘
機
な
ど
も
せ
い
ぜ
い
建
物
へ
の
激
突
を
回
避
す
る
よ
う
に
誘
導
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
そ
れ
が
不
可

―
つ
は
、
①
（
防
御
的
）



能
な
ら
見
守
る
し
か
な
い
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
「
世
界
が
滅
び
よ
う
と
も
、
正
義
は
行
わ
れ
よ

(fiat justitia
,
 pe
r
e
a
t
 m
u
n
d
u
s
)
 
！

」

た
J

(14) 

モ
ッ
ト
ー
に
す
る
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
関
し
て
パ
ヴ
リ
ッ
ク
も
、
本
書
以
前
に
、
航
空
安
全
法
一
四
条
三
項
に
関
す
る
論
文

(15) 

(
§
1
4
 A
b
s
.
 

3
 
d
e
s
 L
u
f
t
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t
s
g
e
s
e
t
z
e
s
・
 

ー

e
i
n
T
a
b
u
b
r
u
c
h
?
 J
 N
 2
0
0
4
,
 1

0
4
5
-
1
0
5
5
)
 

述
の
②
の
例
外
状
況
モ
デ
ル
に
基
本
的
に
依
拠
し
て
、
従
来
の
解
釈
論
と
は
異
な
る
枠
組
み
で
、
国
家
の
憲
法
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
緊

急
事
態

(
N
o
t
l
a
g
e
fi.ir 
d
i
e
 E
x
i
s
t
e
n
z
 u
n
d
 v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 Identitat d
e
s
 S
t
a
a
t
e
s
)
 

（
航
空
安
全
法
一
四
条
三
項
に
お
け
る
財
の
衡
量
に
お
け
る
優
越
を
規
定
す
る
こ
と

テ
ロ
に
対
す
る
強
硬
な
姿
勢
を
と
る
連
邦
内
務
大
臣
の
シ
ョ
イ
ブ
レ

(16) 

か
ら
も
航
空
安
全
法
一
四
条
三
項
に
対
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
を
受
け
て
、

す
る
よ
う
な
改
正
を
主
張
し
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
の
見
解
も
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
シ
ョ
イ
ブ
レ
は
、
さ
ら
に
対
テ
ロ
戦
争
を
想
定
し
て
国
内
の
治
安

(17) 

維
持
に
ド
イ
ツ
連
邦
軍
が
出
動
出
来
る
よ
う
憲
法
改
正
等
を
主
張
し
て
い
る
。

政
権
を
組
む

S
P
D
も
同
意
し
て
立
法
提
案
に
至
っ
た
も
の
も
あ
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
、
基
本
的
に
こ
の
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
ス
タ
ン
ス
を
支
持
す
る
論
説
を

(18
)
 

(
F
A
z
)
誌
に
掲
載
し
て
、
注
目
と
批
判
を
浴
び
た
。
こ
の
論
説
の
内
容
は
、

さ
れ
て
い
る
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
提
案
の
一
部
を
理
論
的
な
立
場
か
ら
擁
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
に
対
し
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
で
保
守

(19
)
 

的
で
あ
る
」
と
い
う
評
価
か
ら
の
政
治
的
な
批
判
が
存
在
し
て
い
る
が
、
テ
ロ
対
策
立
法
を
理
論
的
に
分
析
し
、
そ
の
必
要
性
は
肯
定
し
た
上
で
、
手
続

的
保
障
な
ど
に
つ
い
て
は
十
分
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
の
慎
重
な
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
点
は
検
討
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
で
紹
介
す
る
論
文
は
、

こ
の
論
説
で
の
内
容
を
理
論
的
に
さ
ら
に
掘
り
下
げ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
全
訳
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
書
を
全
訳
し
本
誌
に
連
載
す

る
こ
と
を
快
諾
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
つ
つ
、
前
書
き
を
終
え
た
い
。

を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
パ
ヴ
リ
ッ
ク
は
、
上

[
 
N
o
r
m
i
e
r
u
n
g
 e
i
n
e
s
 p
o
s
i
t
i
v
e
n
 G
i
i
t
e
r
s
a
l
d
o
s
]
 
や
遺
族
へ
の
補

(W
o
l
f
g
a
n
g
 

(1
)

な
お

P
a
w
l
i
k
と
い
う
名
字
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
つ
い
て
は
「
パ
ブ
リ

ッ
ク
」
「
パ
ウ
リ
ッ
ク
」
「
パ
ヴ
リ
ー
ク
」
な
ど
の
様
々
な
表
記
が
な
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
発
音
規
則
（
子
音
一

字
の
前
の
母
音
は
通
常
長
母
音
と
な
る
）
に
よ
り
「
パ
ヴ
リ
ー
ク
」
と
最

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
・
ツ
ァ
イ
ト
ン
グ

S
c
h
a
u
b
l
e
)
 

償
等
）
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
、

関

法

第

五

九

巻

一
号

一
般
に
は
シ
ョ
イ
プ
レ
の
提
案
に
は
批
判
が
強
い
が
、

（川
口
浩
一

）

一
般
に
批
判

部
分
的
に
は
連
立

メ
ル
ケ
ル
政
権
の
内
相
と
し
て
撃
隊
を
可
能
と

に
お
け
る
撃
整
の
正
当
化
の
可
能
性
と
そ
の
条
件

九
〇

（
九

0

)
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(14)

同
法
一
四
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
現
在
は
三
項
は
削
除
）
。

「
第
一
四
条
（
出
動
措
置
、
命
令
権
限
）

第
1
項
特
に
重
大
な
災
厄
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
、
軍
隊
は
、
領
空
に
お
い
て
、
航
空
機
の
針
路
を
変
更
さ
せ
、
着
陸
を
強
要
し
、
武
力
を

用
い
て
威
嚇
し
、
ま
た
は
、
警
告
射
撃
を
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
る
。

第
2
項
個
人
お
よ
び
公
衆
に
対
す
る
危
害
を
最
小
の
も
の
と
す
る
措
置
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
措
置
は
目
的
の
達
成
に
必

要
な
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
る
。
措
置
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
不
利
益
が
達
成
さ
れ
る
成
果
と
著
し
く
均
衡
を
欠
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

第
3
項
武
力
の
直
接
的
な
行
使
は
、
航
空
機
が
人
命
に
対
す
る
攻
繋
に
用
い
ら
れ
、
か
つ
、
武
力
の
直
接
的
な
行
使
が
そ
れ
を
防
ぐ
唯
一

の
手
段
で
あ
る
と
の
状
況
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

第
4
項
武
力
の
直
接
的
な
行
使
は
、
連
邦
国
防
大
臣
（
代
理
が
任
命
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
任
に
当
た
る
者
）
の
み
が
命
じ
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
連
邦
国
防
大
臣
は
、
針
路
変
更
、
着
陸
強
要
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
、
警
告
射
撃
等
の
措
置
を
命

じ
る
権
限
を
、
空
軍
監
察
官
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

(
1
5
)
同
論
文
の
紹
介
を
含
め
こ
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
た
論
文
と
し
て
、
森
永
真
綱
「
テ
ロ
目
的
で
ハ
イ
ジ
ャ

ッ
ク
さ
れ
た
航
空
機
を
撃
墜
す
る

こ
と
の
刑
法
上
の
正
当
化

(
1
)
ー
（3

．
完
）
」
姫
路
法
学
四

一
11

四
二
号
一
九
五
頁
以
下
、
四
五
号
一
五
七
頁
以
下
参
照
。

(16)

山
内
敏
弘
「
ド
イ
ツ
の
テ
ロ
対
策
立
法
の
動
向
と
問
題
点
」
龍
谷
法
学
四

0
巻
四
号
三
三
五
頁
以
下
。

(
1
7
)
ま
た
テ
ロ
危
険
人
物
の
収
容
施
設
設
置
や
、
国
外
で
の
テ

ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
拷
問
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
の
利
用
や
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
査
を
認

め
る
憲
法
改
正
も
主
張
し
、
大
連
立
の
相
手
で
あ
る

S
P
D
か
ら
も
強
い
反
対
を
受
け
た
が
、
二

0
0
六
F
I
F
A
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
や
ハ
イ
リ

ゲ
ン
ダ
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
の
際
は
、
治
安
維
持
や
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
活
動
家
対
策
の
た
め
、

E
U
内
の
ド
イ
ツ
国
境
で
の
入
国
審
査
を
一

時
的
に
復
活
さ
せ
た

(http:/
＼
 
ja
.w
i
k
i
p
e
d
i
a
.o
r
g
 ¥
 wi
k
i
 ＼
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
項
目
参
照
）。

(
1
8
)
p
a
g
 lik, 
,,D
e
r
 T
e
r
r
o
r
i
s
t
 will 
n
i
c
h
t
 resozialisiert w
e
r
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e
n
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 F
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Z
 v
o
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5
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0
0
8
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『
テ
ロ
リ
ス
ト
と
そ
の
法
（
権
利
）j

い
こ
と
。
敵
の
弾
薬
や
食
料
品
、

（一）

枠
づ
け
ら
れ
た
戦
争

「
す
べ
て
の
国
民
は
、
迫
り
く
る
敵
に
対
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
武
器
を
用
い
て
抵
抗
す
る
義
務
を
負
い
、
敵
の
命
令
や
通
告
に
従
っ
て
は
な
ら
ず
、

も
し
敵
が
命
令
や
通
告
に
従
う
よ
う
実
力
を
も

っ
て
強
い
る
場
合
は
、
尽
く
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
投
入
し
て
敵
に
損
傷
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」
こ
の
手
段
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
特
に
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
敵
の
侵
入
を
防
ぎ
、
ま
た
退
路
を
発
ち
、
敵
に
息
つ
く
暇
を
与
え
な

頁
を、

ス
パ
イ
、
新
参
者
を
捕
獲
す
る
こ
と
。
病
院
を
機
能
不
全
に
陥
れ
る
こ
と
。
夜
襲
を
か
け
る
こ
と
、

け
悩
ま
せ
、
苦
し
め
、
不
眠
に
さ
せ
、
個
人
や
集
団
を
壊
滅
さ
せ
る
こ
と
。」
こ
れ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

三
世
が
、

(1
)
 

一
八
一
三
年
四
月
ニ
―
日
の
義
勇
軍

(
L
a
n
d
s
t
u
r
m
)

に
関
す
る
勅
令
の
中
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
令
が
印
刷
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
法
令
集
の

(2
)
 

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ

ッ
ト
が
「
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
法
律
の
中
で
も
も
っ
と
も
稀
有
の
部
分
」
と
評
し
た
こ
と
は
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
。
こ
の
勅

令
を
受
け
て
、

パ
ル
チ
ザ
ン
戦
争
が
他
で
も
な
く
法
律
上
初
め
て
正
統
化
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
並
外
れ
た
形
式
意
識
と
秩
序
意
志
を
具

備
し
て
い
る
国
家
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
国
民
に
対
す
る
こ
の
勅
令
は
三
ヶ
月
し
か
続
か
な
か

っ
た
。
す
で
に
一
八
一

三
年
七

A 

D

．
承
認
さ
れ
た
敵

(
D
e
r
a
n
e
r
k
a
n
n
t
e
 F
e
i
n
d
)
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h
r
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n
g
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五
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つ
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で
き
る
だ



(3
)
 

月
一
七
日
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
パ
ル
チ
ザ
ン
的
危
険
性
が
排
除
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、

る
正
規
軍
の
戦
闘
に
戦
争
の
行
方
は
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ッ
ト
リ
ア
や
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
そ
し
て
パ
リ
ヘ
の
進
撃
に
お
け

こ
の
義
勇
軍
勅
令
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
勅
令
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
ご
く
短
期
間
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、

パ
に
お
け
る
古
典
的
な
戦
時
国
際
法
の
基
本
原
理
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
国
際
法
は
一
連
の
明
確
な
区
別
に
基
づ
い
て
い
た
。
戦
争

(4
)
 

と
平
和
の
区
別
す
で
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
戦
争
と
平
和
の
中
間
な
ど
存
在
し
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
、
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
と
の
区
別
、

(5
)
 

そ
し
て
最
後
に
敵
と
犯
罪
者
と
の
区
別
で
あ
る
。
パ
ル
チ
ザ
ン
と
い
う
存
在
は
、
こ
の
法
体
系
に
は
位
置
づ
け
る
場
所
が
な
か
っ
た
。
「
パ
ル
チ
ザ
ン
は
、

一
八
世
紀
に
お
け
る
宮
廷
戦
争

(
K
ab
i
n
e
t
t
s
k
r
i
e
g
)

の
よ
う
に
比
較
的
軽
装
備
の
と
り
わ
け
遊
撃
的
な
正
規
軍
か
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
法
の
外
に
置
か

(6
)
 

れ
て
忌
み
嫌
わ
れ
る
犯
罪
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。」

(7
)
 

も

っ
と
も
、
法
的
に
秩
序
付
け
ら
れ
た
社
会
的
制
度
と
い
う
意
味
に
お
け
る
枠
づ
け
ら
れ
た
戦
争
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
政
治
学
者
ヘ
ル
フ
リ
ー
ド
・
ミ
ュ

(8
)

（

9
)
 

ン
ク
ラ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
政
治
的
芸
術
作
品
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
枠
づ
け
ら
れ
た
戦
争
は
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
体
制
に
由
来
し
、

(10
)
 

世
界
史
的
に
見
れ
ば
極
め
て
稀
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
囲
い
こ
み

年
四
月
時
点
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
戦
争
の
開
始
が
予
断
を
許
さ
ず
、
あ
る
い
は
戦
争
が
免
れ
そ
う
に
な
い
場
合
に
も
な
お
、
伝
統
的
な
諸
規
則
を
尊
重

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
戦
争
当
事
者
に
極
め
て
強
固
な
動
機
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
体
制
下
の
国
際
法

に
お
け
る
規
則
遵
守
の
見
返
り
は
、
ま
ず
も
っ
て
全
て
の
国
家
を
原
理
的
に
対
等
な
立
場
に
置
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
対
価
は
主
権
の
承
認
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。」
重
大
な
違
反
行
動
に
出
る
国
家
は
、
ミ
ュ
ン
ク
ラ
ー
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
す
な
ら
ば
、
「
当
該
国
家
が
持
つ
対
等
と
い
う
報
奨
を
危

険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
報
奨
の
喪
失
は
あ
ま
り
に
大
き
な
痛
手
を
被
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
戦
争
に
敗
北
し
、
領
土
の
損

(12
)
 

失
を
甘
受
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。」
加
え
て
、
軍
事
組
織
の
確
立
も
行
わ
れ
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。
非
戦
闘
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の
保
護
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す
る
戦
時
国
際
法
上
の
諸
規
則
は
、
領
土
を
荒

廃
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せ
る
こ
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に
よ
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敵
に
経
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的
損
失
を
与
え
る
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イ
ツ
に
と
っ
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な
こ
と
に
三
十
年
戦
争
に
お
い
て
も
な
お
見
ら
れ
た
戦
略
か
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戦
争
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来
の
目
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な
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た
。
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う
な
戦
闘
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影
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こ
そ
が
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ま
さ
に
彼
ら
の
保
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を
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可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
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三
年
に
お
い
て
、
こ
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し
た
諸
観
点
は
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プ
ロ
イ
セ
ン
首
脳
部
に
と
っ
て
一
時
的
に
目
論
ま
れ
た
人
民
戦
争
か
ら
軍
隊
に
よ
る
戦
争
と
い
う
従

来
の
路
線
へ
回
帰
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
重
要
で
あ
る
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え
ら
れ
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た
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一
九
世
紀
の
長
き
に
わ
た
り
、
戦
争
遂
行
に
関
す
る
一
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
約
や
規
則
が
生
み
出
さ
れ
て
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い
っ
た
。
諸
国
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よ
っ
て
こ
れ
ら
は
一
般
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遵
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さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
も
基
本
的
に
は
引
き
続
き
尊
重
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
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者
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ア
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ー
・
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ル
ド
ー
の
所
見
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れ
ば
、
こ
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ら
の
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規
則
は
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戦
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独
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の
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的
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わ
ち
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ス
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ー
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す
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傾
向
ゆ
え
に
、

技
術
発
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の
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性
と
連
動
す
る
形
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た
な
規
模
の
破
壊
が
行
わ
れ
た
状
況
下
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政
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け
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的
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段
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し
て
の
戦
争
と
い
う
概

念
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す
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た
め
の
―
つ
の
道
具
で
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あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二

0
世
紀
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と
ダ
ム
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決
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し
た
の
で
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。
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ま
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ル
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ザ
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の
絶
頂
期
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到
来
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も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
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次
世
界
大
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ル
チ
ザ
ン
部
隊
か
ら
一
九
四
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る
。
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